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経営事項審査制度改正に伴う再審査について（通知）

　令和３年３月29日付け国不建第488号により、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から、「経営事項審査の事務取扱いについての改正について」の通知がありました。
この通知により、経営事項審査の基準が改正されたため、建設業法施行規則第20条第２項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の通知を受けた建設業者については、令和３年４月１日から同年７月29日の間に限り、許可行政庁に対し再審査を申し立てることができます。

　つきましては、別添「経営事項審査制度改正に伴う再審査について」のとおり、再審査を実施しますので、貴団体傘下の建設業者に対し、周知していただきますようお願いします。
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